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神 奈 川 の 政 策 紹 介 

 
 

  
ＥＥＶＶ元元年年をを拓拓くく  

ＥＥＶＶ普普及及ププロロジジェェククトト  
ＥＶ元年ともいわれた 2010 年、自動車メーカー各社がＥＶの発売を本格化させ、メディアでも盛んに取り上げ
られるなど、ＥＶが身近なものとなってきた。神奈川県では、県内のＥＶ充電施設を充実させてきたのをはじめ、
ＥＶの購入者に対しての県独自の補助金制度、ＥＶタクシープロジェクト、ＥＶバイクの普及促進、ＥＶバスの
開発、箱根町における地域でのＥＶ活用のプロジェクトなど様々な取組みが進行している。企業・産業界や大
学の研究者・ユーザー等と連携して進められた政策の事例として、また、産業技術と深く関わった政策という
事例として、ＥＶ普及の取組みについて取り上げる。 

＆＆  

環環境境イインンタターーンンシシッッププ  

 

神奈川県では、環境問題を解決するための人材を育成するため、企業・大学と連携することで「環境インター
ンシップ」を行っている。環境への取組みを積極的に行っている企業に学生をインターンシップ派遣し、学生
は直接環境問題に関わる業務に携わるというものである。学生が環境問題そしてそれを実際に解決する方法
等について具体的に学ぶことができるとともに、企業は環境への熱心な取組みへの理解を広げることができ
る。産学官連携による大学生等を対象とした環境教育の取組みとして、またインターンシップの取組み事例と
して取り上げる。 

 
 

り方を検討しており、大変参考になった 
・正直あまり「新しさ」を感じないが、今後
に期待する 
 
＜県民＞ 

・大学と地域を考えるとき、学生の開かれた
活動発展がある一方、大学教員本体の体質
の変わらなさを感じた。知の集団としての
ミッションを11,200人が自覚できるよう大
学組織の変革を望む。ハブとしてのシンクタ
ンク神奈川に大きな期待をしている 

・地域商店街の格差解消、活性化、ひいては
「神奈川力」の向上に向け、大学と地域の
連携をより深め、新たな「まちづくり」に
貢献をしていく取組みが必要である 

・調査研究、政策提言、トライアルモニター、
評価、政策見直し、再点検を加え、更なる
実効性のある政策再提言が必要である 

・神奈川県職員が国の提案待ちで、トータル
バランス感覚や住民生活感覚に疎い印象を
受ける。シンクタンク神奈川が刺激となれ
ばよい 

・このシンポジウムの企画も粗っぽく感じた
が、このシンクタンクも森田朗先生の言う
「思いつき」に過ぎない印象を受けた。こ
のままなら多分失敗する 

・自治体職員とシンクタンク職員の関わりは
どのように考えるのか。職員をどのように
活性化するか、そうした点で、シンクタン
クの貢献を考えてもらいたい。大学との関
係はかなりよくとらえることができたが、
行政職員との関係については必ずしも十分
見えなかったように思えた 

・シンガポール等、既に世界中から最先端の

技術、金融等のプロフェッショナルを集め
て活動している現状から、一日も早く実行
していただきたい 

・県内リソース（大学）の活用、マルチコラ
ボレーション（県と複数大学）を通して県
が抱える課題解決に向け、有効な政策形成
を立案できる人材形成につなげてほしい。
そして将来は、政策を発展させ、県内の需
要創出、社会生産を生み、雇用確保につな
げてほしい。財源、ヒトの少ない中で、く
れぐれも県の代弁者だけにはならぬよう活
動するシンクタンクに期待する 
 

○ アンケート結果から 

  大学関係、自治体関係、シンクタンク関
係、出版社関係の方からは、好意的な意見
が多く、それぞれが所属する組織の問題意
識からシンクタンク神奈川への期待が寄せ
られました。これらの意見を参考に、期待
にこたえるシンクタンクになれるよう日々
活動しています。一方、県民の方からは、
比較的厳しい意見もいただきました。シン
クタンク神奈川は県の政策形成支援が中心
的な役割であり、県民に対する直接的なメ
リットが見えにくいことから、このような
回答になったものと考えられます。 

今後は、県の政策形成を通じて県民サー
ビスの向上に寄与するとともに、その成果
を県民の皆さんに積極的に伝えていく必要
があると考えています。 
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体には軽量化、エネルギー密度の高さ、耐用性と
いった面で性能が向上し、価格も下がり、実用化
の見込みが出てきたということ。また、家庭用の
100Ｖ・200Ｖコンセントでも充電可能というこ
とも大きいと思います。３つ目は自動車・電池を
はじめとする産業界での取組みが本格化してきた
ということです。富士重工業㈱と東京電力㈱が協
力して  R1e の開発実証、三菱自動車工業 ㈱も 

i-MiEV の開発を進めていました。４つ目は、経
済産業省のモデルプラン、ＥＶ・ｐＨＶタウン構
想など、国の取組みも出始めてきました。そのよ
うな環境に加えて、神奈川県では県内に自動車産
業の開発拠点や電池メーカー、大学の研究機関の
集積という神奈川のもつ強みがあったことから、
ＥＶの普及に取り組むことになったのです。 

 

ＥＶ普及に向けて何が必要か 
真間：2006年の９月には神奈川県電気自動車

普及構想を発表し、11月にはかながわ電気自動
車普及推進協議会を、12月にはＥＶ用リチウム
イオン電池研究会を立ち上げました。 

ＥＶ普及に取り組むことになったのは知事の
政治的な判断というものが大きいのですが、旗印
としては３つを掲げました。 

①CO2 削減による地球温暖化防止、 

②多様なエネルギーからつくることのできる
電気の利用による石油依存度の低減、 

③排ガスや騒音の低減による都市環境の改善、
です。 

県内の普及台数目標は、ＥＶが市販されるよ
うになってから５年で3,000台としました。県内
の乗用車台数が約300万台だったので1,000台に
１台の割合、そうなるとそれ以降は爆発的に普及
するだろうという目安がありました。現在、人気
が高いハイブリッド車も市販後５年間で県内 

産業技術センター馬飼野信一所長（右）と真間悟副所長 
 

約3,000台に到達しました。また、当時天然ガス
自動車が県内で3,000台普及していたこともあり、
妥当なところではないかと考えました。 

ＥＶは軽・小型車用と想定し、ＥＶ、ガソリ
ン車、ディーゼル車といった小型から大型の車両
との棲み分けがされるのではないかと考えていま
した。当時、ＥＶ（R1e：軽自動車）の航続距離
は１充電80㎞程度と発表されていたので、買物
や通勤、営業車といった用途であれば、せいぜい
１日の走行距離は40㎞以内であり、家や会社の
駐車場で夜間充電すれば、十分機能を果たせるこ
とになります。しかし、利用者の立場に立てば、
運転途中での電池切れはやはり心配です。そこで、
ＥＶ普及促進のため、急速充電器を県内10㎞四
方ごとに30基設置を目指すことにしました
（2009年７月に100基と改定）。 

この構想では、ガソリン軽自動車の価格を約
100万円、ＥＶの価格を約300万円と想定し、そ
の差額を国・県の補助金＋５～６年の維持経費の
低減等でイニシャルコストがペイすることを目指
しました。つまり、初期需要を社会的・経済的イ
ンセンティブによって生み出すことが極めて重要
でした。具体的には、県の公用車で100台導入、
国の補助と併せ県の補助金（国の補助金額の１/

２）制度の創設、自動車税と自動車取得税の
90％免除（現在は100％免除）、駐車場の割引や

ＥＶ元年を拓くＥＶ普及プロジェクト 

――県内3,000台のＥＶ普及に向けて 

産業技術センター馬飼野所長・真間副所長に聞く  

 
神奈川県では県内産業界をはじめ様々な主体との連携により、電気自動車（ＥＶ）の普及に取り組んで

きた。ＥＶの生産や販売も軌道に乗り始めた現在から振り返れば先駆的な取組みと言えるが、４、５年前
はどのような形のＥＶが量産化されるか、どのように利用可能なのかなど、はっきりしない部分もあり、
取組みは手探りで出発した。立ち上げ期の担当者に話を伺った。 

 

知事の試乗が発想の契機に 
真間：2006年３月、松沢知事が慶應義塾大学

で清水浩教授が試作された電気自動車「エリー
カ」に試乗し、ＥＶに着目しました。それを契機
に、５月から６月にかけて、知事、副知事、関係
部長を交えた会議が何回か持たれました。８時か
ら８時半くらいの早朝会議で、ＥＶの政策化の可
能性を議論した。論点の1つとしては、どのよう
なスタンスで打ち出すのかという点です。ＥＶに
は環境対策と同時に新たな産業の振興といった面
がある訳ですが、地球温暖化防止や大気環境改善
といった問題が待ったなしの状況であったので、
県民、企業等の理解と協力が得られやすい環境の
視点で取り組むことになったと思います。 

ＥＶ時代が現実味を帯びつつあるようですが、
今から思えば、全国或いは世界に先駆けてＥＶ普
及に注力した、知事の先見の明というか、時代を
読み取る力、そして実行力は凄いなと感心してい
ます。 

2006年当時、私は環境農政部の交通環境対策
担当課長として、主に NOx、PM 削減のための
ディーゼル車規制などに取り組んでいました。Ｅ
Ｖは、地球温暖化対策の担当課が所管すると思っ

ていたので、当方が担当するとは意外でした。日
産自動車㈱から燃料電池自動車をリースして、そ
の普及や環境教育などの活動を行っていたので、
その影響もあったのかと思います。 

 

3回目の波と後押しした背景 
真間：ＥＶが注目されるのは今回が初めてで

はありません。はじめは1974年のオイルショッ
クを契機とした波で、石油依存から少しでも脱却
できないかという動機が大きかったと思います。
2回目は1990年代のアメリカの排ガス規制を契機
としています。１回、２回目は大きな流れにはな
りませんでした。今回は３回目の波ということに
なりますが、その間、バッテリーも鉛電池からニ
ッケル電池、そしてリチウムイオン電池へと進化
してきました。90年代にリチウムイオン電池の
ＥＶも販売されたのですが、走行性能が悪くて坂
が上れない、２年程度で高価なバッテリーを交換
しなくていけない、そしてその価格が高すぎると
いったことがありました。 

2006年の時点では、いくつかの追い風があり
ました。１つには喫緊の課題である地球温暖化対
策、２つ目はリチウムイオン電池技術の進歩、具
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神奈川Ｒ＆Ｄネットワーク構想と 
リチウムイオン電池研究会 

 

馬飼野：私は当時、商工労働部の工業技術担
当課長をしておりました。2004年にスタートし
たインベスト神奈川で、県内には多くの企業研究
所が集積し、しかもトップレベルの企業が集まり
ました。それらの研究所のネットワークを構築し、
中小企業を支援することができないかと考え、
2005年２月、県議会定例会で「神奈川Ｒ＆Ｄネ
ットワーク構想」を発表しました。 

７月には神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会を立ち上げ、
大企業から中小企業への技術移転、中小企業のオ
ンリーワン技術の大企業での活用などに取り組み
ました。そこで、ＥＶのための共同研究ができな
いかということになりましたが、当時、国が支援
したリチウムイオン電池の研究は、各メーカーの
思惑が優先し、企業の総力を挙げての研究に成り
得ない状況になっていました。そのような状況で
したが、2006年12月に「ＥＶ用リチウムイオン
電池研究会」を立ち上げました。最初は100名ほ
どが集まりましたが、次第に増えて現在では300

名ほどにもなっています。電池メーカー、車メー
カーはもちろんですが、商社、素材メーカー、測
定機器メーカー、攪拌機メーカーをはじめ工業用
製造機器メーカーなど各種の大企業から中小企業
まで集まり、要望に即して名刺交換会も行うよう
にしました。研究会では展示会やフォーラムも行
っていますが、参加者の主な目的はビジネスチャ
ンスを探す場になり、商談の場になってきている
のです。立ち上げた当時の思惑とは違う形になっ
ていますが、産業技術センターが行っている中小
企業支援という観点からも、よい方向で発展して
きていると思っています。 

 

 

県内に広がる充電ネットワーク（様々な企業等から協力
を得て、急速充電器の整備も進められている） 
 

ＥＶのための技術の 
インキュベーションとして機能 

馬飼野：インベスト神奈川も２期目に入って
いますが、Ｒ＆Ｄネットワーク構想は大企業も含
めて広がりをもってきています。中小企業は大き
なメーカーの要望に振り回されがちですが、リチ
ウムイオン電池研究会で中小企業がＥＶやリチウ
ム電池の全体像を掴めば、それを業務にフィード
バックすることができます。どのような素材や性
能が必要とされるのか、今後の動向が掴めるよう
に、実習を含めた場をセットしています。国はポ
スト・リチウムイオン電池についても考えていま
すが、まだアイデアベースではないでしょうか。
次世代電池として金属空気電池などへの企業の取
り組みが報じられたりもしていますが、燃料電池
は100万分の１の確率の事故でも許されないこと
を考えると、まだ試行錯誤が続くのではないでし
ょうか。リチウムイオン電池も、発火や事故の可
能性が皆無ではありません。あせらず、事故防止
を確実にすることが、むしろ普及の早道ではない
かと考えています。 

企業と県との役割分担をはっきりと 

真間：ＥＶ技術開発の主役はあくまで企業で
す。県としてできることは中小企業支援やコーデ

 

 

高速道路料金の割引などのメニュー
を設けることにしました。 

また、県民意識の醸成も大きな課
題です。フォーラムなどの開催は勿
論ですが、県民や企業等に走行性能
や環境性能を実際に体験してもらう
ために、三菱自動車工業㈱や富士重
工業㈱から実証試験としてＥＶを無
料で借りて、イベントなどさまざま
な場面で活用させてもらいました。 

 

「かながわ電気自動車普及推進協議会」 
発足 

真間：2006年９月に普及構想を緊急記者会見
で発表しましたが、その際の知事と記者とのやり
とりが、私にとっては今後の取組みにおけるバイ
ブルとなりました。県政の推進には「先進力」と
「協働力」という視点が重要ですので、ＥＶの普
及にあたっても同様で、車や電池のメーカー、ユ
ーザー、電力供給者、学識者等をメンバーとして
11月に「かながわ電気自動車普及推進協議会」
を立ち上げ、産学公の取組みがスタートしました。 

協議会の立ち上げに際しては、知事と副知事
で全ての自動車メーカーにあたりましたが、それ
ぞれ戦略や思惑もあり、なかなか関心を示して貰
えませんでした。県の取組姿勢や協議会の位置づ
けなどを十分に説明していくなかで２社のご参加
をいただきました。ちょうど、県・横浜・川崎の
３首長会議が始まる前に１社から承諾の連絡をい
ただき、ほっとしたことを覚えています。東京電
力㈱や電池メーカー、慶應義塾大学や神奈川工科
大学等の教授、ユーザーとして損保会社や中小企
業団体中央会、県レンタカー協会など様々な分野
の方にも、協議会の趣旨に賛同しご参画をいただ
きました。 

ＥＶシェアリングモデル事業出発式 
（三菱・ｉ－ＭｉＥＶ＋SUBARU・プラグインステラ） 

 

 

横浜市・川崎市にも参加していただきました。
両市は、90年代に先駆けてＥＶハイパーミニを
公用車に導入した中で、走行性能やバッテリーの
問題など使い勝手が大変悪かったという苦い経験
を持っていたため、当時、ＥＶへの関心は今ひと
つでしたが、協議会での取組み等を通じてＥＶ普
及に積極的になっているようです。 

協議会の会長は、ＥＶ普及の旗振り役として
重要なことから異例ではありましたが、松沢知事
が就任しました。 副会長には東京電力㈱の中村
秋夫常務取締役と慶応義塾大学の清水浩教授にお
願いしましたが、大変熱心に取り組まれ、ＥＶ普
及に大きな力を発揮していただきました。 

私は2006年7月に東京電力の研究所でＥＶに試
乗しましたが、走行性能はガソリン車と比較して
遜色なく、加速感や静かさに優れ、実用化できる
車だと実感しました。一担当者としてＥＶ普及の
ための施策を進めることになりましたが、今では
いい思い出となっています。私が担当したのは
2007年までの初期の段階でしたが、その後２代
の課長がよりよい形で発展させてくれました。 
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神奈川Ｒ＆Ｄネットワーク構想と 
リチウムイオン電池研究会 
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ました。それらの研究所のネットワークを構築し、
中小企業を支援することができないかと考え、
2005年２月、県議会定例会で「神奈川Ｒ＆Ｄネ
ットワーク構想」を発表しました。 

７月には神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会を立ち上げ、
大企業から中小企業への技術移転、中小企業のオ
ンリーワン技術の大企業での活用などに取り組み
ました。そこで、ＥＶのための共同研究ができな
いかということになりましたが、当時、国が支援
したリチウムイオン電池の研究は、各メーカーの
思惑が優先し、企業の総力を挙げての研究に成り
得ない状況になっていました。そのような状況で
したが、2006年12月に「ＥＶ用リチウムイオン
電池研究会」を立ち上げました。最初は100名ほ
どが集まりましたが、次第に増えて現在では300

名ほどにもなっています。電池メーカー、車メー
カーはもちろんですが、商社、素材メーカー、測
定機器メーカー、攪拌機メーカーをはじめ工業用
製造機器メーカーなど各種の大企業から中小企業
まで集まり、要望に即して名刺交換会も行うよう
にしました。研究会では展示会やフォーラムも行
っていますが、参加者の主な目的はビジネスチャ
ンスを探す場になり、商談の場になってきている
のです。立ち上げた当時の思惑とは違う形になっ
ていますが、産業技術センターが行っている中小
企業支援という観点からも、よい方向で発展して
きていると思っています。 

 

 

県内に広がる充電ネットワーク（様々な企業等から協力
を得て、急速充電器の整備も進められている） 
 

ＥＶのための技術の 
インキュベーションとして機能 

馬飼野：インベスト神奈川も２期目に入って
いますが、Ｒ＆Ｄネットワーク構想は大企業も含
めて広がりをもってきています。中小企業は大き
なメーカーの要望に振り回されがちですが、リチ
ウムイオン電池研究会で中小企業がＥＶやリチウ
ム電池の全体像を掴めば、それを業務にフィード
バックすることができます。どのような素材や性
能が必要とされるのか、今後の動向が掴めるよう
に、実習を含めた場をセットしています。国はポ
スト・リチウムイオン電池についても考えていま
すが、まだアイデアベースではないでしょうか。
次世代電池として金属空気電池などへの企業の取
り組みが報じられたりもしていますが、燃料電池
は100万分の１の確率の事故でも許されないこと
を考えると、まだ試行錯誤が続くのではないでし
ょうか。リチウムイオン電池も、発火や事故の可
能性が皆無ではありません。あせらず、事故防止
を確実にすることが、むしろ普及の早道ではない
かと考えています。 

企業と県との役割分担をはっきりと 

真間：ＥＶ技術開発の主役はあくまで企業で
す。県としてできることは中小企業支援やコーデ

 

 

高速道路料金の割引などのメニュー
を設けることにしました。 

また、県民意識の醸成も大きな課
題です。フォーラムなどの開催は勿
論ですが、県民や企業等に走行性能
や環境性能を実際に体験してもらう
ために、三菱自動車工業㈱や富士重
工業㈱から実証試験としてＥＶを無
料で借りて、イベントなどさまざま
な場面で活用させてもらいました。 

 

「かながわ電気自動車普及推進協議会」 
発足 

真間：2006年９月に普及構想を緊急記者会見
で発表しましたが、その際の知事と記者とのやり
とりが、私にとっては今後の取組みにおけるバイ
ブルとなりました。県政の推進には「先進力」と
「協働力」という視点が重要ですので、ＥＶの普
及にあたっても同様で、車や電池のメーカー、ユ
ーザー、電力供給者、学識者等をメンバーとして
11月に「かながわ電気自動車普及推進協議会」
を立ち上げ、産学公の取組みがスタートしました。 

協議会の立ち上げに際しては、知事と副知事
で全ての自動車メーカーにあたりましたが、それ
ぞれ戦略や思惑もあり、なかなか関心を示して貰
えませんでした。県の取組姿勢や協議会の位置づ
けなどを十分に説明していくなかで２社のご参加
をいただきました。ちょうど、県・横浜・川崎の
３首長会議が始まる前に１社から承諾の連絡をい
ただき、ほっとしたことを覚えています。東京電
力㈱や電池メーカー、慶應義塾大学や神奈川工科
大学等の教授、ユーザーとして損保会社や中小企
業団体中央会、県レンタカー協会など様々な分野
の方にも、協議会の趣旨に賛同しご参画をいただ
きました。 

ＥＶシェアリングモデル事業出発式 
（三菱・ｉ－ＭｉＥＶ＋SUBARU・プラグインステラ） 

 

 

横浜市・川崎市にも参加していただきました。
両市は、90年代に先駆けてＥＶハイパーミニを
公用車に導入した中で、走行性能やバッテリーの
問題など使い勝手が大変悪かったという苦い経験
を持っていたため、当時、ＥＶへの関心は今ひと
つでしたが、協議会での取組み等を通じてＥＶ普
及に積極的になっているようです。 

協議会の会長は、ＥＶ普及の旗振り役として
重要なことから異例ではありましたが、松沢知事
が就任しました。 副会長には東京電力㈱の中村
秋夫常務取締役と慶応義塾大学の清水浩教授にお
願いしましたが、大変熱心に取り組まれ、ＥＶ普
及に大きな力を発揮していただきました。 

私は2006年7月に東京電力の研究所でＥＶに試
乗しましたが、走行性能はガソリン車と比較して
遜色なく、加速感や静かさに優れ、実用化できる
車だと実感しました。一担当者としてＥＶ普及の
ための施策を進めることになりましたが、今では
いい思い出となっています。私が担当したのは
2007年までの初期の段階でしたが、その後２代
の課長がよりよい形で発展させてくれました。 

 

神奈川の政策紹介
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地域におけるＥＶ活用の取組み(箱根町） 

ＥＶ普及をめぐる取組状況とこれまでの経緯 

 

神奈川県における取組みの経緯とＥＶの動向 
2006 年３月  知事が電気自動車「エリーカ」に

試乗(慶應義塾大学新川崎ﾀｳﾝｷｬﾝ
ﾊﾟｽ） 

2006 年７月  東京電力と富士重工業が共同開発
中の電気自動車に知事が試乗・意
見交換 

2006 年９月  神奈川県電気自動車（ＥＶ）普及
構想を記者発表 

2006 年 11 月 かながわ電気自動車普及推進協議
会設立 

2006年 12月 ＥＶ用リチウムイオン電池研究会 

2007 年３月  協議会に充電インフラ整備等検討
ワーキンググループを設置 

2007 年９月  東京電力と富士重工業が共同開発
中の EV（R1e）について、県庁
業務での実証試験をスタート 

2008 年３月 「かながわ電気自動車普及推進方
策」発表 

2008 年４月 ＥＶイニシアティブかながわ（Ｅ
Ｖ購入時の優遇策） 

2008 年９月 ＥＶ充電ネットワーク構築に向け
た民間駐車場等における充電設備
の設置協力 

2009 年３月  神奈川県が「ＥＶ・ｐＨＶタウン
構想」（経済産業省）の広域実施
地域に 

2009 年５月  かながわ次世代電気バス開発・普
及検討会 

2009 年６月  三菱自動車工業が i-MiEV の量産
製造を開始 

2009 年７月  電動フルフラットバスに関するプ

ロジェクト(慶應義塾大学・神奈
川県等）が環境省の研究開発委託
事業に 

2009 年７月 「ＥＶイニシアティブかながわ」
による取組みの強化 

2009年９月  ＥＶシェアリングモデル事業開始 

2010年１月  ＥＶタクシープロジェクト発表 

2010 年４月  箱根 EV 普及推進ネットワーク発
表 

2010年 12月 日産自動車がリーフを発売 

 
＜現在の取組状況＞ 
・平成 22 年度電気自動車導入補助金（620 台分）
（国の補助金の約半額） 

・ＥＶシェアリングモデル事業 
・県内有料道路の半額程度を補助 
・一部の県立施設駐車料金の半額程度を割引 
・県内充電ポイント、急速充電設備 70 箇所、
100V･200V 充電設備 277 箇所（2011 年１月末
現在） 

・急速充電設備導入補助金（補助率３分の１（上
限）） 

・ＥＶ観光タクシー、ＥＶレンタカー、ＥＶシェ
アリング、ＥＶバイクの導入・活用など、観
光向け交通手段のＥＶ化と鉄道など公共交通
機関との連携、宿泊施設や観光施設等への充
電インフラ整備などを進める「箱根ＥＶタウ
ンプロジェクト」 

・電動フルフラットバスの開発・普及 
 

 

 

ィネートによって技術向上の一助を担う程度であ
ります。しかし、ＥＶ普及に向けての環境整備や
初期需要の創出など、初期段階の普及方策につい
て県の役割は大いにあると思います。協議会にお
ける役割分担ははっきりしていて、メーカーは何
年までにＥＶを開発・販売するという目標を立て
てそれに向けて努力していただく。県はさまざま
な関係機関と協働して、ＥＶ購入時の経済的イン
センティブや充電ネットワークの構築、県民意識
の醸成などの普及策を打ち出すというものです。
その体制づくりが短期間でできたと思います。 

鉛電池を含めるとＥＶ車種も少なからずある
し購入者もさまざまです。県が行政として、どの
ＥＶを、誰を補助対象にするのかということは、
議論が分かれるところです。厳しい県財政状況の
中にあって、先を見通して政策的かつ効果的に税
金を使うことが必要なので、行政が支援すること
でＥＶが普及するのかという観点で見ないといけ
ないと思います。 

 

ＥＶの未来を語ること 
真間：知事は、将来のＥＶ社会について排気

ガスがなく騒音もしないので、ショッピングモー
ルや病院でベッドに横付けできる車という夢も語
られていました。イノベーションには夢を語るこ
とが大切だと思います。燃料電池自動車は走行時
に水が出るのでＥＶと異なり屋内を走ることは難
しいかもしれません。 

現在は、ハイブリッド車が普及していますが、
プラグインハイブリッドも魅力的です。米国
GM のシボレーボルトなど充電しながら走る車
も登場しています。ＥＶはエアコン使用など快適
性を高めると航続距離が短くなります。100㎞ま
ではＥＶで、遠出の時はガソリン車で走るという 

 

ＥＶバス開発の取り組みも進められている 
 

ように棲み分けがされるのか、或いはどのような
使われ方が合理的なのかは今後流れが決まってく
ると思います。 

公共交通機関用のＥＶについては、協議会に
おいてナノバスが提案されましたが、その後、バ
スについては、国の動きも絡めて違う形で進んで
きているようです。 

ＥＶの普及はまだまだ課題は多いと思います
が、単なる波に終わらせずに大きなうねり・流れ
となって、新たな社会を先導していくことを期待
しています。 

 
 

地域におけるＥＶ活用の取り組み(箱根町） 
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地域におけるＥＶ活用の取組み(箱根町） 

ＥＶ普及をめぐる取組状況とこれまでの経緯 

 

神奈川県における取組みの経緯とＥＶの動向 
2006 年３月  知事が電気自動車「エリーカ」に

試乗(慶應義塾大学新川崎ﾀｳﾝｷｬﾝ
ﾊﾟｽ） 

2006 年７月  東京電力と富士重工業が共同開発
中の電気自動車に知事が試乗・意
見交換 

2006 年９月  神奈川県電気自動車（ＥＶ）普及
構想を記者発表 

2006 年 11 月 かながわ電気自動車普及推進協議
会設立 

2006年 12月 ＥＶ用リチウムイオン電池研究会 

2007 年３月  協議会に充電インフラ整備等検討
ワーキンググループを設置 

2007 年９月  東京電力と富士重工業が共同開発
中の EV（R1e）について、県庁
業務での実証試験をスタート 

2008 年３月 「かながわ電気自動車普及推進方
策」発表 

2008 年４月 ＥＶイニシアティブかながわ（Ｅ
Ｖ購入時の優遇策） 

2008 年９月 ＥＶ充電ネットワーク構築に向け
た民間駐車場等における充電設備
の設置協力 

2009 年３月  神奈川県が「ＥＶ・ｐＨＶタウン
構想」（経済産業省）の広域実施
地域に 

2009 年５月  かながわ次世代電気バス開発・普
及検討会 

2009 年６月  三菱自動車工業が i-MiEV の量産
製造を開始 

2009 年７月  電動フルフラットバスに関するプ

ロジェクト(慶應義塾大学・神奈
川県等）が環境省の研究開発委託
事業に 

2009 年７月 「ＥＶイニシアティブかながわ」
による取組みの強化 

2009年９月  ＥＶシェアリングモデル事業開始 

2010年１月  ＥＶタクシープロジェクト発表 

2010 年４月  箱根 EV 普及推進ネットワーク発
表 

2010年 12月 日産自動車がリーフを発売 

 
＜現在の取組状況＞ 
・平成 22 年度電気自動車導入補助金（620 台分）
（国の補助金の約半額） 

・ＥＶシェアリングモデル事業 
・県内有料道路の半額程度を補助 
・一部の県立施設駐車料金の半額程度を割引 
・県内充電ポイント、急速充電設備 70 箇所、
100V･200V 充電設備 277 箇所（2011 年１月末
現在） 

・急速充電設備導入補助金（補助率３分の１（上
限）） 

・ＥＶ観光タクシー、ＥＶレンタカー、ＥＶシェ
アリング、ＥＶバイクの導入・活用など、観
光向け交通手段のＥＶ化と鉄道など公共交通
機関との連携、宿泊施設や観光施設等への充
電インフラ整備などを進める「箱根ＥＶタウ
ンプロジェクト」 

・電動フルフラットバスの開発・普及 
 

 

 

ィネートによって技術向上の一助を担う程度であ
ります。しかし、ＥＶ普及に向けての環境整備や
初期需要の創出など、初期段階の普及方策につい
て県の役割は大いにあると思います。協議会にお
ける役割分担ははっきりしていて、メーカーは何
年までにＥＶを開発・販売するという目標を立て
てそれに向けて努力していただく。県はさまざま
な関係機関と協働して、ＥＶ購入時の経済的イン
センティブや充電ネットワークの構築、県民意識
の醸成などの普及策を打ち出すというものです。
その体制づくりが短期間でできたと思います。 

鉛電池を含めるとＥＶ車種も少なからずある
し購入者もさまざまです。県が行政として、どの
ＥＶを、誰を補助対象にするのかということは、
議論が分かれるところです。厳しい県財政状況の
中にあって、先を見通して政策的かつ効果的に税
金を使うことが必要なので、行政が支援すること
でＥＶが普及するのかという観点で見ないといけ
ないと思います。 

 

ＥＶの未来を語ること 
真間：知事は、将来のＥＶ社会について排気

ガスがなく騒音もしないので、ショッピングモー
ルや病院でベッドに横付けできる車という夢も語
られていました。イノベーションには夢を語るこ
とが大切だと思います。燃料電池自動車は走行時
に水が出るのでＥＶと異なり屋内を走ることは難
しいかもしれません。 

現在は、ハイブリッド車が普及していますが、
プラグインハイブリッドも魅力的です。米国
GM のシボレーボルトなど充電しながら走る車
も登場しています。ＥＶはエアコン使用など快適
性を高めると航続距離が短くなります。100㎞ま
ではＥＶで、遠出の時はガソリン車で走るという 

 

ＥＶバス開発の取り組みも進められている 
 

ように棲み分けがされるのか、或いはどのような
使われ方が合理的なのかは今後流れが決まってく
ると思います。 

公共交通機関用のＥＶについては、協議会に
おいてナノバスが提案されましたが、その後、バ
スについては、国の動きも絡めて違う形で進んで
きているようです。 

ＥＶの普及はまだまだ課題は多いと思います
が、単なる波に終わらせずに大きなうねり・流れ
となって、新たな社会を先導していくことを期待
しています。 

 
 

地域におけるＥＶ活用の取り組み(箱根町） 

神奈川の政策紹介
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 第三は、企業の様々な業務の中でも、特
に環境問題の解決に直接関わる業務を体験
できるようにすることです。 

 

＜年間スケジュール＞ 
 例年、４月～５月に県内にキャンパスの
あるすべての大学に研修生募集の案内を送
付し、各大学で募集案内や周知を行います。
その後、６月～７月に応募の受付を開始し、
主に大学が夏季休暇期間中となる７月～９
月頃に、学生を企業へ 10 日間程度派遣し、
その業務を体験してもらいます。（平成 23
年度のスケジュールは未定です。） 
 

◆実施状況 
 本事業は平成 16年度に、県庁内で ISOの
内部監査に関する業務を体験するインター
ンシップとして試行的にスタートしました。
その後、平成 17年度に県内に事業所を有す
る２企業において研修を実施し、翌年、問
題点や課題の整理を行う意見交換会を開催
するなどの取組みを経て、平成 19年度から
本格的に実施しました。 
 

＜研修の内容＞ 
 本格実施を開始した平成 19 年度は受入
れ企業２社で、研修生は５大学７名でした
が、平成 21 年度は７社７大学 14 名、平成
22 年度は 11 社 15 大学 29 名と、企業及び
大学のみなさまのご理解をいただき、徐々
に拡大してきています。 
 研修の内容は企業によって様々で、例え
ば次のような研修が行われています。 
 

○ 社内の環境マネジメントシステムにつ

いて学習した後、実際に自社の各施設を
見学して環境対応状況について確認し、
改善策について考える。 

○ 他社の CSR 報告書を分析して、それぞ
れの企業がどのような環境対策を行い、
また、製品のプロモーションの際に環境
をどのようにアピールしているか調査し、
自社での活用方法についてプレゼンテー
ションを行う。 

○ 企業が主催する環境イベントの運営ス
タッフとして、協賛を集める営業や、当
日の来場者対応を行う。 

○ オフィスの空調などの快適性を調査し、
さまざまなパターンから得た結果を分析
する。 

 

 このように、企業が学生に提供する課題
には、学生が取り組むには厳しいと感じる
課題もありますが、多くの研修生は企業の
担当者から指導を受けながら熱心に課題に
取り組み、成果をあげています。また、多
くの企業において研修の最後に業務報告会
を開催しており、学生が他の研修生や企業
の関係者の前で発表を行っています。短い
時間の中で成果をわかりやすく発表するた
めに情報を整理し、必要な資料を作成する
ことにより、学んだことを確かなものとす
るとともに、社会人として必要とされるプ
レゼンテーション能力やスキル等を学ぶ機
会にもなっています。 

 

＜参加者の声＞ 
 本事業は、参加した学生や受入れ企業か
ら非常に高い評価をいただいています。 

 まず、本事業に参加した学生からは、「企
業は環境に対して非常に気を遣っており、

 

 
 
 
 
 
 
 

 

◆神奈川県環境インターンシップ
とは 

 近年、学校・企業・NPO・行政等による
環境教育の取組みが活発になっており、身
近な地域の特性を活かした学習や体験型学
習、さらには地球規模の視野に立った学習
も広がりつつあります。特に、小中学校等
では、体験を重視し身近な環境や地域に目
を向ける環境教育が「総合的な学習の時間」
や各教科で広く行われています。一方、こ
うして培った環境に対する関心を、実際に
企業活動や地域運動に結び付けていくため
には、実践的な能力を身につけた人材を育
成することも重要です。そこで、神奈川県
では、大学生・大学院生を対象とした環境
教育の一環として、学部や専攻を問わず環
境に興味をもっている学生を企業にインタ
ーンシップ研修生として派遣し、企業の環
境活動を体験してもらう「神奈川県環境イ
ンターンシップ」事業を実施しています。 

 

◆事業の概要 
＜事業の趣旨＞ 
 就業体験を行うインターンシップは多く 

の企業で行われており、その業種や時期・
期間など多岐にわたりますが、それらのほ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とんどは“就業”そのものを目的としてい
ます。こうしたインターンシップの情報は
就職支援サイトでも非常に多くの情報が提
供されていますが、環境教育の一環として
のインターンシップの取組みはあまり例が
なく、就職支援サイトで情報を得ることも
困難です。そこで、神奈川県では、本事業
において環境インターンシップに意欲のあ
る企業と大学とのコーディネートを行って
います。具体的には、環境に関する取り組
みを積極的に行っている企業に対し県が環
境インターンシップの受入れを働きかける
とともに、受入れ企業の情報を集約し、県
内の大学を通じ学生の募集を行います。 

 

＜事業の特色＞ 
 本事業は、将来、環境問題を解決するた
めの人材を育成することを趣旨としている
ことから、次のような特色を有しています。 

 第一に、研修先企業は環境に関する取組
みを積極的に行っている企業とすること。 

 第二に、研修期間が短期間では、業務説
明を聞くだけなどで終わってしまう可能性
があることから、実際に業務に携わっても
らうインターンシップ本来の趣旨を達成す
るため、原則 10日程度の日数を設定するこ
と。 

環境インターンシップ 

～大学・学生と企業を「環境」でつなぐ 

        神奈川県環境農政局環境部地球温暖化対策課 
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 第三は、企業の様々な業務の中でも、特
に環境問題の解決に直接関わる業務を体験
できるようにすることです。 

 

＜年間スケジュール＞ 
 例年、４月～５月に県内にキャンパスの
あるすべての大学に研修生募集の案内を送
付し、各大学で募集案内や周知を行います。
その後、６月～７月に応募の受付を開始し、
主に大学が夏季休暇期間中となる７月～９
月頃に、学生を企業へ 10 日間程度派遣し、
その業務を体験してもらいます。（平成 23
年度のスケジュールは未定です。） 
 

◆実施状況 
 本事業は平成 16年度に、県庁内で ISOの
内部監査に関する業務を体験するインター
ンシップとして試行的にスタートしました。
その後、平成 17年度に県内に事業所を有す
る２企業において研修を実施し、翌年、問
題点や課題の整理を行う意見交換会を開催
するなどの取組みを経て、平成 19年度から
本格的に実施しました。 
 

＜研修の内容＞ 
 本格実施を開始した平成 19 年度は受入
れ企業２社で、研修生は５大学７名でした
が、平成 21 年度は７社７大学 14 名、平成
22 年度は 11 社 15 大学 29 名と、企業及び
大学のみなさまのご理解をいただき、徐々
に拡大してきています。 
 研修の内容は企業によって様々で、例え
ば次のような研修が行われています。 
 

○ 社内の環境マネジメントシステムにつ

いて学習した後、実際に自社の各施設を
見学して環境対応状況について確認し、
改善策について考える。 

○ 他社の CSR 報告書を分析して、それぞ
れの企業がどのような環境対策を行い、
また、製品のプロモーションの際に環境
をどのようにアピールしているか調査し、
自社での活用方法についてプレゼンテー
ションを行う。 

○ 企業が主催する環境イベントの運営ス
タッフとして、協賛を集める営業や、当
日の来場者対応を行う。 

○ オフィスの空調などの快適性を調査し、
さまざまなパターンから得た結果を分析
する。 

 

 このように、企業が学生に提供する課題
には、学生が取り組むには厳しいと感じる
課題もありますが、多くの研修生は企業の
担当者から指導を受けながら熱心に課題に
取り組み、成果をあげています。また、多
くの企業において研修の最後に業務報告会
を開催しており、学生が他の研修生や企業
の関係者の前で発表を行っています。短い
時間の中で成果をわかりやすく発表するた
めに情報を整理し、必要な資料を作成する
ことにより、学んだことを確かなものとす
るとともに、社会人として必要とされるプ
レゼンテーション能力やスキル等を学ぶ機
会にもなっています。 

 

＜参加者の声＞ 
 本事業は、参加した学生や受入れ企業か
ら非常に高い評価をいただいています。 

 まず、本事業に参加した学生からは、「企
業は環境に対して非常に気を遣っており、

 

 
 
 
 
 
 
 

 

◆神奈川県環境インターンシップ
とは 

 近年、学校・企業・NPO・行政等による
環境教育の取組みが活発になっており、身
近な地域の特性を活かした学習や体験型学
習、さらには地球規模の視野に立った学習
も広がりつつあります。特に、小中学校等
では、体験を重視し身近な環境や地域に目
を向ける環境教育が「総合的な学習の時間」
や各教科で広く行われています。一方、こ
うして培った環境に対する関心を、実際に
企業活動や地域運動に結び付けていくため
には、実践的な能力を身につけた人材を育
成することも重要です。そこで、神奈川県
では、大学生・大学院生を対象とした環境
教育の一環として、学部や専攻を問わず環
境に興味をもっている学生を企業にインタ
ーンシップ研修生として派遣し、企業の環
境活動を体験してもらう「神奈川県環境イ
ンターンシップ」事業を実施しています。 

 

◆事業の概要 
＜事業の趣旨＞ 
 就業体験を行うインターンシップは多く 

の企業で行われており、その業種や時期・
期間など多岐にわたりますが、それらのほ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とんどは“就業”そのものを目的としてい
ます。こうしたインターンシップの情報は
就職支援サイトでも非常に多くの情報が提
供されていますが、環境教育の一環として
のインターンシップの取組みはあまり例が
なく、就職支援サイトで情報を得ることも
困難です。そこで、神奈川県では、本事業
において環境インターンシップに意欲のあ
る企業と大学とのコーディネートを行って
います。具体的には、環境に関する取り組
みを積極的に行っている企業に対し県が環
境インターンシップの受入れを働きかける
とともに、受入れ企業の情報を集約し、県
内の大学を通じ学生の募集を行います。 

 

＜事業の特色＞ 
 本事業は、将来、環境問題を解決するた
めの人材を育成することを趣旨としている
ことから、次のような特色を有しています。 

 第一に、研修先企業は環境に関する取組
みを積極的に行っている企業とすること。 

 第二に、研修期間が短期間では、業務説
明を聞くだけなどで終わってしまう可能性
があることから、実際に業務に携わっても
らうインターンシップ本来の趣旨を達成す
るため、原則 10日程度の日数を設定するこ
と。 

環境インターンシップ 

～大学・学生と企業を「環境」でつなぐ 

        神奈川県環境農政局環境部地球温暖化対策課 
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プの成果や今後に向けた課題について企業
や大学の垣根を越えたディスカッションを
行いました。 

 こうして得られた参加企業や学生の生の
声をホームページで情報提供するとともに、
未参加企業を訪問し、担当者に伝えるとい
った取組みを重ね、受入れ企業の数は年々
増加してきています。 

 

＜学生への周知＞ 
 学生を募集するにあたっては、いかにし
て学生に効果的な周知を行うかがポイント
になります。大学のキャリアセンターなど
には、一般的なインターンシップ研修生募
集の情報が数多く寄せられていますので、
そうした多くの情報に本事業の案内が埋没
してしまわないようにする必要があります。
そこで、学生を募集するに際しては、本事
業が“環境”をテーマにしたインターンシ
ップであることを強調し、ターゲットとす
る環境問題に対する意識や興味のある学生
に、効果的なアナウンスができるよう努め
ています。 

 その結果、単に就職に有利になりそうだ
からといった理由で申し込む学生は少なく、
環境問題に真摯に取り組む意欲のある学生
からの応募がほとんどです。それが、環境
インターンシップ研修でよい結果を出すこ
とにもつながっていると考えられます。 

 

◆今後の課題 
＜取組みの拡大＞ 
本事業の参加数は、平成 22 年度には 11

社 15 大学 29 名と、これまでで最も大きな
規模となりましたが、それでもまだまだ事

業の広がりは限定的です。 
今後、環境インターンシップをより広く

展開していくためには、学生に実践的な環
境教育の場を提供すると同時に、大学と企
業をつなぐという環境インターンシップの
意義をより多くの企業の方々にご理解いた
だくことにより、本事業における受入れ先
企業を増やしていく必要があります。また、
あわせて環境をテーマにしたインターンシ
ッププログラムについて広く PRを行い、独
自であるいは企業間で連携を図りながら、
環境教育を積極的に推進する企業を増やす
機運を高めていきたいと考えています。 
 
＜将来に向けて＞ 
さらに将来的な可能性として、本事業に

ご協力いただいた方々の力を「神奈川力」
として、広く神奈川における環境教育推進
に活かしていくことが考えられます。本事
業には経営にあたって環境に力を入れてい
る企業の環境部門の担当者など、まさに現
場の最前線で活躍されている方、そして、
環境に関心の高い学生などに参加をしてい
ただいています。このネットワークを活用
し、例えば企業に小中学校等における出前
授業に出向いていただいたくこと、また、
学生に地域においてボランティアで地球温
暖化対策に取り組む地球温暖化防止活動推
進員として活躍していただくことなども考
えられます。 
本事業は平成 23 年度で本格実施を開始

した平成 19 年度から５年目を迎えること
となります。本事業の発展に向けて、大学・
学生・企業のみなさまからのご意見・ご提
案をお待ちしています。  

 

これからの時代は、環境を考慮せずに企業
経営は行えない、ということを改めて感じ
た」という声や、「これまで想像していた企
業は、利益や効率を求めるものであり、環
境保全は二の次にされているものと思って
いた。しかし、実際業務に携わってみると、
自分の想像以上に企業は環境問題に対して
真剣に取り組んでいることがわかった」と
いった、企業の環境対策についてその取組
みの熱心さに驚く声が多く寄せられていま
す。 

 また、「今までは環境問題を、学生の視点
でしか考えていなかったが、今回、環境マ
ネジメントシステムや企業の具体的な環境
対策を学ぶことにより、少しではあるが企
業の視点から、環境問題をとらえることが
できるようになった」という声もあり、大
学などでは学ぶことのできない、インター
ンシップならではの貴重な経験を得られて
いることがうかがえました。 

 一方、企業の担当者からは、「学生に対す
る講師として研修に取り組む中で、自身も
環境について学び直し、考え直す機会とな
った」という声や、「研修生からの斬新な意
見や、思いも寄らぬ視点での質問を受け、
大変楽しく、とても勉強になる時間が過ご
せた。」など、本事業に参加することに企業
としてのメリットを感じていただいていま
す。 

 また、「大学とは異なり、既知の分野に関
係なく常に新しいテーマを追求する企業姿
勢に戸惑ったとは思うが、環境事業への関
心・意欲は高く、自主的に提案も行うなど
活発に取り組んでいた」といった、慣れな
いながらも研修から何かを学び取ろうとす
る学生の姿を評価する声も多く寄せられて

います。 

  
◆参加企業や学生の拡大に向け

た取組み 
＜参加企業へのアピール＞ 
 企業の社会的責任などの活動の一環とし
て、企業では社員への環境教育や小中学校
等への環境出前授業などの取組みが広がっ
ていますが、本事業は、企業に無償で学生
の研修に約 10 日間にわたり携わってもら
うものであり、学生を受入れる企業の負担
は少なくありません。企業の協力を得るた
めには、本事業に参加することが業務の見
直しやイメージアップにつながるとともに、
学生の成長にも大きく寄与し、社会貢献と
しても意義があることなど、企業にとって
のメリットをアピールし、伝えていく必要
があります。 

 そのためには、企業が本事業に参加する
ことのメリットをどこに感じているかを把
握し、企業・学生・県それぞれにとってよ
り実りのある事業とする工夫も必要となり
ます。そこで、研修終了時には受入れ企業
担当者および学生の意見をいただくため、
受入れ企業からは「評価書」を提出してい
ただき、学生の「環境問題に対する意識」
や「責任感」などについての評価や、本事
業に関する意見・要望を記入していただい
ています。また、学生には「修了レポート」
で「インターンシップで学んだこと」や「経
験をどのように活かしていきたいか」など
について報告をお願いしています。 

 さらに、平成 21 年度には新たに、大学や
企業の担当者及び参加学生が一堂に会する
意見交換会を開催し、環境インターンシッ
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プの成果や今後に向けた課題について企業
や大学の垣根を越えたディスカッションを
行いました。 
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した平成 19 年度から５年目を迎えること
となります。本事業の発展に向けて、大学・
学生・企業のみなさまからのご意見・ご提
案をお待ちしています。  
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た」という声や、「これまで想像していた企
業は、利益や効率を求めるものであり、環
境保全は二の次にされているものと思って
いた。しかし、実際業務に携わってみると、
自分の想像以上に企業は環境問題に対して
真剣に取り組んでいることがわかった」と
いった、企業の環境対策についてその取組
みの熱心さに驚く声が多く寄せられていま
す。 

 また、「今までは環境問題を、学生の視点
でしか考えていなかったが、今回、環境マ
ネジメントシステムや企業の具体的な環境
対策を学ぶことにより、少しではあるが企
業の視点から、環境問題をとらえることが
できるようになった」という声もあり、大
学などでは学ぶことのできない、インター
ンシップならではの貴重な経験を得られて
いることがうかがえました。 

 一方、企業の担当者からは、「学生に対す
る講師として研修に取り組む中で、自身も
環境について学び直し、考え直す機会とな
った」という声や、「研修生からの斬新な意
見や、思いも寄らぬ視点での質問を受け、
大変楽しく、とても勉強になる時間が過ご
せた。」など、本事業に参加することに企業
としてのメリットを感じていただいていま
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 また、「大学とは異なり、既知の分野に関
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勢に戸惑ったとは思うが、環境事業への関
心・意欲は高く、自主的に提案も行うなど
活発に取り組んでいた」といった、慣れな
いながらも研修から何かを学び取ろうとす
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 企業の社会的責任などの活動の一環とし
て、企業では社員への環境教育や小中学校
等への環境出前授業などの取組みが広がっ
ていますが、本事業は、企業に無償で学生
の研修に約 10 日間にわたり携わってもら
うものであり、学生を受入れる企業の負担
は少なくありません。企業の協力を得るた
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直しやイメージアップにつながるとともに、
学生の成長にも大きく寄与し、社会貢献と
しても意義があることなど、企業にとって
のメリットをアピールし、伝えていく必要
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 そのためには、企業が本事業に参加する
ことのメリットをどこに感じているかを把
握し、企業・学生・県それぞれにとってよ
り実りのある事業とする工夫も必要となり
ます。そこで、研修終了時には受入れ企業
担当者および学生の意見をいただくため、
受入れ企業からは「評価書」を提出してい
ただき、学生の「環境問題に対する意識」
や「責任感」などについての評価や、本事
業に関する意見・要望を記入していただい
ています。また、学生には「修了レポート」
で「インターンシップで学んだこと」や「経
験をどのように活かしていきたいか」など
について報告をお願いしています。 

 さらに、平成 21 年度には新たに、大学や
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かながわの知的資源 
 
神奈川県内には、多くの大学・研究所をはじめ、さまざまな機関や人材が豊富に存在している。

まさに神奈川は知的資源の宝庫である。その中から今回は、大学における産学連携などの取組み
を進める担当の組織および、県内大学の研究者で神奈川県大学発・政策提案制度に応募されて採
択された方の中からご紹介したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神奈川県環境インターンシップ研修参加大学・受入れ先年度別一覧表 

 

年度 研修生 受入先 
平成 16 年度 ・関東学院大学・湘南工科大学 ・県庁（ISO 内部監査事務） 

（２大学、７名）
平成 17 年度 ・関東学院大学 ・東京電力(株) ・(株)東芝 

・フェリス女学院大学  
（２大学、６名）   

平成 18 年度 － － 
平成 19 年度 ・青山学院大学・神奈川大学 ・㈱ディグ 

・関東学院大学・鶴見大学 ・㈱東芝 生産技術センター 
・フェリス女学院大学   

（５大学７名）   
平成 20 年度 ・青山学院大学・桜美林大学 ・㈱サンオータス 

・國學院大學・東洋英和女学院大学 ・㈱ディグ 
・フェリス女学院大学・明治学院大学 ・㈱東芝 生産技術センター 
・横浜市立大学・横浜商科大学   

（８大学 10名）   
平成 21 年度 ・青山学院大学・桜美林大学 ・カーボンフリーコンサルティング㈱・㈱ディグ

・慶應義塾大学・東京農業大学 ・㈱東芝 生産技術センター・㈱東芝 京浜事業所
・フェリス女学院大学・明治学院大学 ・㈱東芝 横浜事業所 
・横浜市立大学 ・横浜市資源リサイクル事業協同組合 

（７大学 14名） ・㈱リガルジョイント 
平成 22 年度 ・青山学院大学・桜美林大学 ・㈱岡村製作所・㈱ツバルの森・㈱ディグ 

・神奈川工科大学・関東学院大学 ・㈱テルム・㈱東芝 京浜事業所 
・北里大学・東京工芸大学 ・㈱東芝 生産技術センター・㈱東芝 横浜事業所
・東京都市大学・東京農業大学 ・生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 
・日本大学・フェリス女学院大学 ・㈱山武 
・明治学院大学・明治大学 ・横浜市資源リサイクル事業協同組合 
・横浜市立大学・横浜国立大学 ・㈱リガルジョイント 
・ＬＥＣリーガルマインド大学  

 （15 大学 29 名）  


